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○

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

第
三
条

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
み

、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
者

に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

○

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

第
十
九
条

本
法
ニ
於
テ
公
務
員
ト
ハ
文
官
、
軍
人
、
教
育
職
員
及
警
察
監
獄
職
員
並
第
二
十
四
条
ニ
掲
ク
ル
待
遇
職
員
ヲ
謂
フ

②

本
法
ニ
於
テ
公
務
員
ニ
準
ス
ヘ
キ
者
ト
ハ
準
文
官
、
準
軍
人
及
準
教
育
職
員
ヲ
謂
フ

○

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

第
七
十
五
条

扶
助
料
ノ
年
額
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
人
員
ニ
拘
ラ
ス
左
ノ
各
号
ニ
依
ル

一

（
略
）

二

公
務
員
公
務
ニ
因
ル
傷
痍
疾
病
ノ
為
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
号
ノ
規
定
ニ
依
ル
金
額
ニ
退
職
当
時
ノ
俸
給
年
額
ニ
依
リ
定
メ
タ
ル
別
表
第
四
号
表
ノ
率
ヲ
乗
ジ
タ
ル
金

額
三

（
略
）

②
・
③

（
略
）

○

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
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附

則

第
二
十
九
条
の
二

改
正
前
の
旧
勅
令
第
六
十
八
号
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抑
留
又
は
逮
捕
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た
者
（
在
職
中
の
職
務
に
関
連
し
て
拘
禁
さ
れ
た
者
を
い

う
。
）
が
そ
の
拘
禁
中
に
自
己
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
定
庁
が
こ
れ
を
在
職
中
に
公
務
の
た

め
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
と
同
視
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
を
在
職
中
に
公
務
の
た
め
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
も
の
と
み
な

し
、
そ
の
者
又
は
そ
の
遺
族
に
対
し
相
当
の
恩
給
を
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
に
給
す
る
恩
給
は
、
当
該
拘
禁
が
解
か
れ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
か
ら
（
一
時
金
た
る
恩
給
に
あ
つ
て
は
、
当
該
拘
禁
が
解
か
れ
た
時
に
お
い
て
）
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
を
受
け
る
者
が
あ
る
場
合
の
扶
助
料
給
与
の
特
例
）

第
三
十
五
条
の
三

公
務
員
（
公
務
員
に
準
ず
る
者
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
死
亡
に
つ
き
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
を
受
け
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年

限
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
分
以
降
そ
の
公
務
員
の
遺
族
が
受
け
る
扶
助
料
の
年
額
を
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
の
扶
助

料
の
年
額
に
相
当
す
る
年
額
に
改
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ

い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
公
務
員
の
遺
族
に
対
し
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
か
ら
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合

の
扶
助
料
の
年
額
に
相
当
す
る
金
額
の
扶
助
料
を
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
号
）
（
抄
）

附

則

１
～
３

（
略
）

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
又
は
弔
慰
金
を
受
け
る
者
が
あ
る
場
合
の
扶
助
料
給
与
の
特
例
）

４

公
務
員
（
公
務
員
に
準
ず
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
死
亡
に
つ
き
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

一
号
）
附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
年
金
又
は
弔
慰
金
を
受
け
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
し
て
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い
る
と
き
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
（
公
務
員
が
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
。
以
下
本
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
分
以
降
そ
の
公
務
員
の
遺
族
が
受
け
る
扶
助
料
の
年
額
を
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
の
扶
助
料
の
年
額
に
相
当
す
る
年
額
に
改
正

す
る
も
の
と
し
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
公
務
員
が
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
し
て
い

る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
公
務
員
の
遺
族
に
対
し
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
か
ら
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
の
扶
助
料
の
年
額
に
相
当
す
る
金
額

の
扶
助
料
を
給
す
る
も
の
と
す
る
。

５
～

（
略
）

10

○

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
抄
）

（
扶
助
料
給
与
の
特
例
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
し
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
を
給
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
扶
助
料
の
年
額
は
、
恩
給
法
第

七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
の
扶
助
料
の
年
額
に
相
当
す
る
金
額
に
退
職
当
時
の
階
級
に
よ
り
定
め
た
別
表
の
率
（
そ
の
率
が
二
あ
る
と
き
は
、
法
律
第
百

五
十
五
号
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
助
料
に
つ
い
て
は
上
段
の
率
、
そ
の
他
の
扶
助
料
に
つ
い
て
は
下
段
の
率
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
年
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
年
額
が
百
四
十
二
万
七
百
円
に
調
整
改
定
率
（
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
改
定
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
。
）
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
と
す
る
。

３

（
略
）

○

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
軍
人
軍
属
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
軍
人
軍
属
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

（
略
）

二

も
と
の
陸
軍
又
は
海
軍
部
内
の
有
給
の
嘱
託
員
、
雇
員
、
よ
う
人
、
工
員
又
は
鉱
員
（
死
亡
し
た
後
に
お
い
て
、
死
亡
の
際
に
そ
及
し
て
こ
れ
ら
の
身
分
を
取
得
し
た

、
、

、

者
及
び
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
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三
・
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
在
職
期
間
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
在
職
期
間
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。

一

（
略
）

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
、
事
変
地
又
は
戦
地
に
お
け
る
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
か
ら
当
該
勤
務
を
解
か
れ
た
日

ま
で
の
期
間
及
び
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
引
き
続
き
海
外
に
あ
つ
て
復
員
す
る
ま
で
の
期
間

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

（
遺
族
年
金
及
び
遺
族
給
与
金
の
支
給
）

第
二
十
三
条

次
に
掲
げ
る
遺
族
に
は
、
遺
族
年
金
を
支
給
す
る
。

一

在
職
期
間
内
に
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
在
職
期
間
内
又
は
在
職
期
間
経
過
後
に
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
の

遺
族

二
・
三

（
略
）

四

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
ま
で
の
間
に
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
に
お
け
る
在
職
期
間
内
に
お
い
て
事
変
に
関
す
る
勤
務
に
関
連

し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
在
職
期
間
内
又
は
在
職
期
間
経
過
後
に
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
（
前
三
号
に
掲

げ
る
遺
族
を
除
く
。
）

五

第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
地
域
に
お
け
る
在
職
期
間
内
の
次
に
掲
げ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
、
在
職
期
間
内
又
は
在
職
期
間
経
過
後
に
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
又
は

軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
（
改
正
前
の
恩
給
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
軍
人
及
び
準
軍
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
の
遺
族
（
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
に
掲
げ
る
遺
族
を
除
く
。
）

イ

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
に
お
け
る
戦
争
に
関
す
る
勤
務
に
関
連
す
る
負
傷
又
は
疾
病

ロ

昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
に
お
け
る
負
傷
又
は
疾
病
で
厚
生
労
働
大
臣
が
戦
争
に
関
す
る
勤
務
に
関
連
す
る
負
傷
又
は
疾
病
と
同
視
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る

も
の

六
～
十
一

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
遺
族
に
は
、
毎
年
、
遺
族
給
与
金
を
支
給
す
る
。
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一

公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
準
軍
属
又
は
準
軍
属
で
あ
つ
た
者
の
遺
族

二
・
三

（
略
）

四

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
に
準
軍
属
と
し
て
の
勤
務
に
関
連
し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
準
軍
属
又
は
準
軍
属
で
あ
つ
た
者
の
遺

族
（
前
三
号
に
掲
げ
る
遺
族
を
除
く
。
）

五
～
九

（
略
）

○

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
抄
）

附

則

１
～

（
略
）

19日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
十
一
条
に
掲
げ
る
裁
判
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た
者
（
以
下
「
被
拘
禁
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
拘
禁
中
に
死
亡
し
た
場
合
（
被
拘
禁
者
が
軍
人

20
軍
属
で
あ
つ
た
在
職
期
間
内
に
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
拘
禁
中
に
死
亡
し
た
場
合
を
除
く
。
）
で
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
死

亡
を
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
死
亡
と
同
視
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
改
正
後
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
（
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
規

定
を
準
用
す
る
。

～

（
略
）

21

23（
略
）

27○

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
抄
）

附

則

１
～

（
略
）

10軍
人
軍
属
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
が
、
今
次
の
終
戦
に
関
連
す
る
非
常
事
態
に
当
た
り
、
軍
人
軍
属
た
る
特
別
の
事
情
に
関
連
し
て
死
亡
し
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

11
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族
等
援
護
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
に
お
い
て
公
務
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
と
同
視
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
遺
族
に
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金
（
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
ら

な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

～

（
略
）

12

18

○

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

附

則

（
遺
族
年
金
等
の
支
給
の
特
例
）

第
五
条

軍
人
軍
属
が
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
変
地
若
し
く
は
戦
地
に
お
け
る
在
職
期
間
内
に
死
亡
し
、
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
が
当
該
事
変
地
若

し
く
は
戦
地
に
お
け
る
在
職
期
間
内
の
行
為
に
関
連
し
て
当
該
事
変
地
若
し
く
は
戦
地
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
死
亡
が
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
を

含
む
。
）
の
支
給
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
遺
族
に
遺
族
年
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
が
大
赦
令
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
七
十
九
号
）
第
一

条
各
号
、
大
赦
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
五
百
十
一
号
）
第
一
条
各
号
及
び
大
赦
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
十
七
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
以
外
の
罪
に
当
た

る
行
為
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
が
議
決
し
た
場
合
に
限
る
。

２
・
３

（
略
）

○

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

附

則

（
遺
族
年
金
等
の
支
給
の
特
例
）

第
七
条

軍
人
軍
属
が
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
戦
地
で
あ
つ
た
地
域
に
お
い
て
在
職
期
間
内
に
軍
人
軍
属
た
る
特
別
の
事
情
に

関
連
し
て
死
亡
し
、
又
は
軍
人
軍
属
で
あ
つ
た
者
が
同
項
に
規
定
す
る
事
変
地
若
し
く
は
戦
地
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
戦
地
で
あ
つ
た
地
域
に
お
け
る
在
職
期
間
内
の



- 7 -

行
為
に
関
連
し
て
同
日
以
後
当
該
地
域
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
死
亡
が
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
附
則
第
二
十
項
及
び
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
を
含
む
。
）
の
支
給
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
遺
族
に
遺
族
年
金
を
支
給
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
死
亡
が
大
赦
令
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
七
十
九
号
）
第
一
条
各
号
、
大
赦
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
五
百
十
一
号
）
第
一
条
各
号
及
び
大
赦
令
（
昭
和

二
十
七
年
政
令
第
百
十
七
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
以
外
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
遺
族
援
護
法
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
審
議
会
等
が
議
決
し
た
場
合
に
限
る
。

２
・
３

（
略
）

○

旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
旧
陸
軍
共
済
組
合
及
び
共
済
協
会
の
権
利
義
務
の
承
継
）

第
三
条

連
合
会
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
に
お
い
て
、
旧
陸
軍
共
済
組
合
及
び
共
済
協
会
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
。

２

連
合
会
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
に
お
い
て
、
旧
陸
軍
共
済
組
合
が
旧
陸
軍
共
済
組
合
令
（
昭
和
十
五
年
勅
令
第
九
百
四
十
七
号
）
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
負
担
し

た
、
又
は
負
担
す
べ
き
で
あ
つ
た
年
金
支
給
の
義
務
で
陸
軍
共
済
組
合
令
及
び
海
軍
共
済
組
合
令
廃
止
の
件
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
百
八
十
八
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定

に
基
く
主
務
大
臣
の
措
置
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
を
消
滅
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
承
継
す
る
。
但
し
、
当
該
主
務
大
臣
の
措
置
に
基
き
支
給
し
た
一
時
金
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
一
時
金
の
限
度
に
お
い
て
、
連
合
会
が
承
継
し
た
年
金
支
給
の
義
務
（
昭
和
二
十
六
年
一
月
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
支
給
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
定
後
の
年
金
支
給
の
義
務
）
は
、
履
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

旧
陸
軍
共
済
組
合
が
前
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
措
置
に
よ
り
消
滅
し
た
年
金
支
給
の
義
務
に
代
る
も
の
と
し
て
負
担
し
た
一
時
金
支
給
の
義
務
で
こ
の
法
律
施
行
の

日
ま
で
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
日
に
お
い
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
七
条
の
三

連
合
会
は
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
組
合
員
（
旧
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
、
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
給
付
（
以
下
第
三
項
に
お
い

て
「
長
期
給
付
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和

二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
戦
時
災
害
に
よ
り
職
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月

分
以
後
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
組
合
員
で
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
以
後
職
務
上
の
傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
の
遺
族
に
対
し
て
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
年
金
の

支
給
の
例
に
よ
り
、
当
該
年
金
に
相
当
す
る
年
金
を
支
給
す
る
。

２

連
合
会
は
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
旧
海
軍
共
済
組
合
の
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組
合
員
で
あ
つ
た
期
間
内
に
戦
時
災
害
に
よ
り
職
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
旧
海
軍
共
済
組
合
か
ら
公
傷
病
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
で

、
そ
の
職
務
上
の
傷
病
に
よ
ら
な
い
で
同
日
ま
で
に
死
亡
し
た
も
の
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
分
以
後
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
で
昭

和
二
十
年
四
月
一
日
以
後
公
傷
病
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
後
そ
の
支
給
の
事
由
と
な
つ
た
職
務
上
の
傷
病
に
よ
ら
な
い
で
死
亡
し
た
も
の
の
遺
族
に
対
し
て

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
年
金
の
支
給
の
例
に
よ
り
、
当
該
年
金
に
相
当
す
る
年
金
を
支
給
す
る
。

３

連
合
会
は
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
組
合
員
の
う
ち
、
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
か
つ
た
者
（
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
適
用
を
受

け
て
い
た
者
を
除
く
。
）
で
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
戦
時
災
害
に
よ
り
職
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に

よ
り
障
害
の
状
態
と
な
り
、
若
し
く
は
死
亡
し
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
後
そ
の
職
務
上
の
傷
病
に
よ
ら
な
い
で
死
亡
し
た
も
の
が
、
旧
海
軍
共
済
組
合
の
長
期
給
付

に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
第
三
条
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
分
以

後
、
そ
の
者
又
は
そ
の
遺
族
に
対
し
て
、
第
三
条
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
年
金
の
支
給
の
例
に
よ
り
、
当
該
年
金
に
相
当
す
る
年
金
を
支
給
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
月
の
そ
の
者
の
俸
給
に
つ
き
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
各
年
金
額
改
定
法
の

規
定
を
適
用
し
て
得
た
仮
定
俸
給
を
俸
給
と
み
な
し
、
同
条
第
三
項
及
び
各
年
金
額
改
定
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

５

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


